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規規 則則

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則をここに公布する。

平成26年５月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第32号

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（昭和41年宮崎県規則第16号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第 123号。以下「法」という。）の施行については、精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第 155号。以下「政令」という。）及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規

則（昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。）並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の２第３項に規定する任

意入院者の症状等の報告に関する条例（平成19年宮崎県条例第56号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、この規則の定めると

ころによる。

（精神障害者診察保護申請書）

第２条 法第22条第１項の規定による申請は、精神障害者診察保護申請書（別記様式第１号）によってするものとする。

（精神障害者退院申出届出書）

第３条 法第26条の２の規定による届出は、精神障害者退院申出届出書（別記様式第２号）によってするものとする。

（診察依頼書の交付）

第４条 知事は、法第27条第１項若しくは第２項、第29条の２第１項、第34条第１項若しくは第３項、第38条の７第２項又は第45条の２第

４項の規定により精神保健指定医（以下「指定医」という。）に診察をさせるときは、診察依頼書（別記様式第３号）を当該指定医に交

付するものとする。

（移送に際してのお知らせ）

第５条 知事は、法第27条第１項又は第２項の規定による指定医の診察を行う場合において、当該診察を受ける者を移送するときは、その

者に対し移送に際してのお知らせ（別記様式第４号（その１））を交付するものとする。

２ 法第29条の２の２第２項の書面は、移送に際してのお知らせ（別記様式第４号（その２））によるものとする。

３ 法第34条第４項において準用する法第29条の２の２第２項の規定による書面は、移送に際してのお知らせ（別記様式第４号（その３）

）によるものとする。

（診察通知書）

第６条 法第28条第１項の規定による通知は、診察通知書（別記様式第５号）によってするものとする。

（措置入院決定通知書の交付）

第７条 知事は、法第29条第１項又は第29条の２第１項の規定により精神障害者を入院させる場合において、当該精神障害者の保護の任に

当たっている者があるときは、その者に対し措置入院決定通知書（別記様式第６号）を交付するものとする。ただし、急迫の事情がある

ときは、この限りでない。
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（入院措置解除通知書の交付）

第８条 知事は、法第29条第１項の規定により入院した者を法第29条の４第１項の規定により退院させるときは、その者を入院させている

精神科病院又は指定病院（以下「精神科病院等」という。）の管理者及び当該入院者の保護の任に当たっている者があるときはその者に

対し入院措置解除通知書（別記様式第７号）を交付するものとする。

（措置入院決定のお知らせ）

第９条 法第29条第３項（法第29条の２第４項において準用する場合を含む。）の書面は、措置入院決定のお知らせ（別記様式第８号）に

よるものとする。

（措置入院者の症状消退届）

第10条 法第29条の５の規定による届出は、措置入院者の症状消退届（別記様式第９号）によってするものとする。

（費用の徴収）

第11条 知事は、法第31条の規定により、入院に要した費用として別表に定める算定基準により算定した額（この条において「算定額」と

いう。）を、法第29条第１項及び第29条の２第１項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者から徴収するものとする。た

だし、当該精神障害者又はその扶養義務者が特別の事情により算定額の全部又は一部を負担することができないと認められるときは、こ

れを減免することができる。

（医療保護入院者の入院届）

第12条 法第33条第７項の規定による届出は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める様式によってするものとする。

（１） 法第33条第１項又は第３項の規定による措置に係る届出 医療保護入院者の入院届（別記様式第10号）

（２） 法第33条第４項後段の規定による措置に係る届出 特定医師による医療保護入院者（第33条第１項・第４項又は第33条第３項・第

４項）の入院届及び記録（別記様式第11号）

（医療保護入院者の退院届）

第13条 法第33条の２の規定による届出は、医療保護入院者の退院届（別記様式第12号）によってするものとする。

（応急入院届）

第14条 法第33条の７第５項の規定による届出は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める様式によってするものとする。

（１） 法第33条の７第１項の規定による措置に係る届出 応急入院届（別記様式第13号）

（２） 法第33条の７第２項後段の規定による措置に係る届出 特定医師による応急入院（第33条の７第２項）届及び記録（別記様式第14

号）

（定期病状報告書）

第15条 法第38条の２第１項の規定による報告は、措置入院者の定期病状報告書（別記様式第15号）によってするものとする。

２ 法第38条の２第２項において準用する同条第１項の規定による報告は、医療保護入院者の定期病状報告書（別記様式第16号）によって

するものとする。

３ 条例第２条第１項の規定による報告は、任意入院者の定期病状報告書（別記様式第17号）によってするものとする。

（退院命令書）

第16条 法第38条の７第２項の規定による命令は、退院命令書（別記様式第18号）によってするものとする。

（仮退院許可の申請等）

第17条 精神科病院等の管理者は、法第40条の許可を受けようとするときは、措置入院者仮退院許可申請書（別記様式第19号）を知事に提

出するものとする。

２ 精神科病院等の管理者は、法第40条の規定により仮退院させた措置入院者を仮退院許可期限内に再入院させようとするときは、仮退院

者再入院届（別記様式第20号）を知事に提出するものとする。

（措置入院者の事故報告）

第18条 精神科病院等の管理者は、措置入院者の無断離院、死亡その他事故があったときは、直ちに措置入院者事故報告書（別記様式第21

号）を知事に提出するものとする。

（障害者手帳申請書等）

第19条 法第45条第１項又は政令第８条第１項若しくは第９条第１項の規定による申請は、障害者手帳申請書（別記様式第22号）によって

するものとする。

２ 省令第23条第１号に規定する診断書は、診断書（精神障害者保健福祉手帳）（別記様式第23号）によるものとする。

３ 法第45条第３項の規定による通知は、不承認通知書（別記様式第24号）によってするものとする。

（障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書）

第20条 政令第７条第２項又は第４項の規定による届出及び政令第10条第１項の規定による申請は、障害者手帳記載事項変更届・再交付申

請書（別記様式第25号）によってするものとする。

（障害者手帳返還命令書等）

第21条 法第45条の２第３項の規定による返還命令は、障害者手帳返還命令書（別記様式第26号）によってするものとする。

２ 知事は、法第45条の２第４項の規定による診察を受ける者に診察通知書（別記様式第27号）を交付するものとする。

（提出書類の経由）

第22条 この規則の規定により知事に提出する書類は、精神科病院等の所在地を管轄する保健所長を経由しなければならない。
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（以下「改正前の規則」という。

）の規定により提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の相

当規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

３ この規則の施行の際現に存する改正前の規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することが

できる。

別表（第11条関係）

費用徴収基準表

備考

１ 費用徴収額は、月額によって決定するものとし、その額は、法第29条第１項及び第29条の２第１項の規定により知事が入院させた

精神障害者並びにその配偶者及び当該精神障害者と生計を一にする絶対的扶養義務者（直系血族及び兄弟姉妹をいう。以下同じ。）

の前年分の所得税額（前年分の所得税額が確定していない場合には、前前年分の所得税額）を合算した額を基礎として認定した額と

する。

２ 月の中途で措置入院を開始し、又は終了する場合には、その月の費用徴収額の認定に当たっては、日割計算をするものとし、表中

「20，000円」とあるのは、「20，000円をその月の実日数で除して得た額に措置入院の期間の日数を乗じて得た額」と読み替えるもの

とする。この場合において、１円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てる。

３ 法第29条第１項及び第29条の２第１項の規定により知事が入院させた精神障害者又はその属する世帯の世帯員が生活保護法（昭和

25年法律第 144号）による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）による支援給付を受けている場合には、所管の福祉こどもセンター所長又は福祉事務所長の証明により、費用徴収を行わない

ものとする。

４ 費用徴収額の認定に当たって法第29条第１項及び第29条の２第１項の規定により知事が入院させた精神障害者の属する世帯の構成

、扶養義務者の範囲、生活保護法又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の適用の有無、

所得の有無及び種類、所得税額等を把握するため必要がある場合には、当該精神障害者の配偶者若しくは生計を一にする絶対的扶養

義務者（以下「配偶者等」という。）から必要な書類を提出させ、又は税務署、市町村役場、福祉こどもセンター、福祉事務所等の

関係機関若しくは当該精神障害者の配偶者等に対し照会等を行うものとする。

費用徴収額（月額）所得税額の合算額（年額）

０円1，470，000円以下

20，000円（措置入院に要した医療費の額から他の法律により給付を受けることができる額（法第30条

の２に規定する他の法律による給付の額をいう。）を控除して得た額が20，000円に満たない場合にあ

っては、当該控除して得た額）

1，470，000円超
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告告 示示

宮崎県告示第 300号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により

、次のとおり民有林の保安林の指定をする。

平成26年５月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 民有林の保安林の所在場所 日南市南郷町潟上字向原6520

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字向原6520（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び南那珂農林振興局並び

に日南市役所に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 301号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により

、次のとおり民有林の保安林の指定をする。

平成26年５月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 民有林の保安林の所在場所 日南市北郷町大藤字権現下乙1928

－４

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字権現下乙1928－４（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び南那珂農林振興局並び

に日南市役所に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 302号

計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により、次の

とおり特定計量器の定期検査を実施する。ただし、特定計量器が特

定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第70号）第39条第１

項各号のいずれかに該当する場合は、平成26年11月１日から平成26

年11月30日までの間に当該特定計量器の定期検査を当該特定計量器

の所在の場所で実施する。

平成26年５月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

備考

検査期日は、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律（

昭和23年法律第 178号）に規定する休日を除く。

検査区域検査場所
検査受付

時 間
検査期日

対象とな
る特定計
量器

木城町全

域

都農町全

域

川南町全

域

高鍋町全

域

新富町全

域

西米良村

全域

児湯郡全

域

木城町役

場

都農町塩

月記念館

川南町役

場

高鍋町体

育館

新富町中

央公民館

西米良村

役場

宮崎県計

量検定所

午前10時30分から

午後０時30分まで

午前10時30分から

午後０時30分まで

午後１時30分から

午後３時30分まで

午前10時30分から

午後０時30分まで

午後１時30分から

午後３時30分まで

午後１時から

午後３時まで

午前８時30分から

午後５時15分まで

６月４日

６月６日

６月６日

６月11日

６月11日

６月16日

６月４日

から７月

30日まで

質量計

五ヶ瀬町

全域

高千穂町

全域

日之影町

全域

西臼杵郡

全域

五ヶ瀬町

役場

高千穂町

中央体育

館

日之影町

保健セン

ター

宮崎県計

量検定所

午後１時30分から

午後３時30分まで

午前９時から

午前11時まで

午後０時30分から

午後２時30分まで

午前８時30分から

午後５時15分まで

７月10日

７月11日

７月11日

７月10日

から８月

29日まで

質量計

農業共済組合検査規程の一部を改正する告示をここに公表する。

平成26年５月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 303号

農業共済組合検査規程の一部を改正する告示

農業共済組合検査規程（平成21年宮崎県告示第 492号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改正後改正前

（取引先等との照査）

第16条 検査員は、検査上特に必要がある場合においては、組合員

若しくは加入者、取引先、退任した役員若しくは退職した職員又

はその他の関係者に対し、個人情報の保護等に十分に配慮した上

で、任意の説明、答弁又は書面の提出を求めることができる。

（農林水産大臣との連携）

第21条 組合において、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、

及び定款等に違反する疑い又は事業の健全な運営を確保し得ない

事由があり、その疑い又は事由が組合及び宮崎県農業共済組合連

合会の双方に関係するものであると知事が認める場合その他知事

が検査の実施に当たって農林水産大臣の協力が必要と認める場合

において、農林水産大臣と見解が一致するときは、知事は、相互

連携の取組を更に徹底する観点から、農林水産大臣と情報を共有

し、実態の把握が一層正確かつ徹底的なものとなるよう協力して

、検査を実施するものとする。

第22条 ［略］

（取引先等との照査）

第16条 検査員は、検査上特に必要がある場合においては、組合員

若しくは加入者、取引先、退任した役員若しくは退職した職員又

はその他の関係者に対し、任意の説明、答弁又は書面の提出を求

めることができる。

第21条 ［略］

附 則

この告示は、公表の日から施行する。

宮崎県告示第 304号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり決定する。

なお、関係図面は、平成26年５月１日から平成26年５月15日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成26年５月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 305号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成26年５月１日から平成26年５月15日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成26年５月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 306号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成26年５月１日から平成26年５月15日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成26年５月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

427．08．9～

33．6

えびの市大

字大河平字

内之倉3790

番44地先か

ら同市同大

字字草萩原

3823番１地

先まで

石阿弥

陀五日

市線

県道404

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

400．05．0～

13．2

旧西臼杵郡高

千穂町大字

諸塚高

千穂線

県道50

向山字大久

保1239番４

地先から同

郡同町同大

字同字1202

番７地先ま

で

400．07．8～

26．0

新

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成26年５月１日えびの市大

字大河平字

内之倉3790

番44地先か

ら同市同大

字字草萩原

3823番１地

先まで

石阿弥

陀五日

市線

県道404

宮崎県ホームページリニューアル及び運用・保守に関する業務に

係る企画提案競技を次のとおり実施する。

平成26年５月１日

公公 告告
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宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 企画提案競技に付する事項

茨 業務件名 宮崎県ホームページリニューアル及び運用・保守

に関する業務

芋 業務の特質等 宮崎県ホームページリニューアル及び運用・

保守に関する業務仕様書（以下「仕様書」という。）による。

鰯 契約期間 契約締結の日から平成31年12月31日まで

２ 企画提案競技に参加する者に必要な資格

茨 平成26年宮崎県告示第 130号に規定する資格を有する者又は

契約の締結までに資格取得見込みの者で、業種がサービス（役

務の提供）に関する業種のものであり、かつ、この公告の日か

ら企画提案競技終了の日までの間に宮崎県から指名停止の措置

を受けていない者

芋 参加は、共同企業体も可とする。この場合の要件は、以下の

とおりとする。

ア 共同企業体を構成する全ての事業者が、茨の要件を満たす

こと。

イ 共同企業体を構成する事業者が単独又は別の共同企業体の

構成員として、参加することはできない。

３ 契約条項を示す場所及び期間

茨 場所 宮崎県総合政策部秘書広報課広報戦略室報道・メディ

ア戦略担当

芋 期間 平成26年５月１日（木）から平成26年５月30日（金）

まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時

まで）

４ 宮崎県ホームページリニューアル及び運用・保守に関する業務

企画提案競技実施要領（以下「実施要領」という。）及び仕様書

の配布場所及び配布期間

茨 場所 宮崎県総合政策部秘書広報課広報戦略室報道・メディ

ア戦略担当

芋 期間 平成26年５月１日（木）から平成26年５月30日（金）

まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時

まで）

５ 企画提案競技事前説明会の場所及び日時

茨 場所 宮崎県庁附属棟 302号室 宮崎市橘通東２丁目10番１

号

芋 日時 平成26年５月14日（水）午後２時から

６ 参加資格審査申請書の提出場所、提出期限及び提出方法

企画提案競技への参加を希望する者は、次により参加資格審査

申請書を提出すること。

茨 提出場所 宮崎県総合政策部秘書広報課広報戦略室報道・メ

ディア戦略担当

芋 提出期限 平成26年５月30日（金）午後５時

鰯 提出方法 持参又は送付（送付にあっては、書留郵便又はそ

れと同等の手段により提出すること。）

７ 参加資格の喪失

最優秀提案者の選定までに２の要件を満たさなくなった場合又

は提出書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、参加資格

を失うものとする。

８ 企画提案書の提出場所、提出期限及び提出方法

茨 提出場所 宮崎県総合政策部秘書広報課広報戦略室報道・メ

ディア戦略担当

芋 提出期限 平成26年６月11日（水）午後５時

鰯 提出方法 持参又は送付（送付にあっては、書留郵便又はそ

れと同等の手段により提出すること。）

９ 業務委託候補者の選定方法

資格審査の上、企画提案書等の書類をもとに、別に設置する審

査委員会を経て業務委託候補者を選定するものとする。

10 企画提案競技に関する事務を担当する部局

宮崎県総合政策部秘書広報課広報戦略室報道・メディア戦略担

当 宮崎市橘通東２丁目10番１号 郵便番号 880－8501 電話番

号0985（26）0237

11 企画提案競技及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

12 その他

茨 この企画提案競技による調達は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に

基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。

芋 特定調達に係る苦情処理の関係において、宮崎県政府調達苦

情検討委員会は、調達手続の停止等を要請する場合がある。こ

の場合、調達手続の停止等があり得る。

鰯 企画提案書の作成、提出等に関し必要な費用は、企画提案競

技に参加する者の負担とする。

允 その他この企画提案競技に関する詳細は、実施要領による。

13 Summary

茨 Natureandquantityoftheservicerequired:Renewal,ope-

ration,andmaintenanceoftheMiyazakiPrefecturalGover-

nmentofficialwebsite

芋 Proposalsubmissiondeadline:5:00pm,June11,2014

鰯 Contactpointforthenotice:PublicRelationsStrategyO-

fficeSecretarialandPublicRelationsDivision,GeneralPoli-

cyPlanningDepartment,MiyazakiPrefecturalGovernme-

nt,2-10-1Tachibana-doriHigashi,MiyazakiCity,Miyazaki

Prefecture880-8501Japan.TEL:（+81）985-26-0237

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号

）第41条の規定により、狩猟免許試験を次のとおり実施する。

平成26年５月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 狩猟免許試験の日時及び場所

試験は、平成26年度において３回行うものとし、その期日は次

表のとおりとする。

なお、試験の受付は、各試験会場において、午前８時30分開始

とする。

試験会場開始時間試験日区分

宮崎県庁６号館会議室

宮崎市橘通東２－10－１

午前９時７月23日

（水曜日）

１

次

試

験

第

宮崎県西臼杵支庁会議室

高千穂町大字三田井22

宮崎県林業技術センター

美郷町西郷田代1561－１

宮崎県北諸県農業改良普及セン

ター
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都城市高木町6464

１

回

宮崎県庁６号館会議室

宮崎市橘通東２－10－１

午後１時７月23日

（水曜日）

２

次

試

験

宮崎県西臼杵支庁会議室

高千穂町大字三田井22

宮崎県林業技術センター

美郷町西郷田代1561－１

宮崎県北諸県農業改良普及セン

ター

都城市高木町6464

宮崎県庁附属棟会議室

宮崎市橘通東２－10－１午前９時９月７日

（日曜日）

１

次

試

験

第

２

回

延岡市北方町総合支所（北方コ

ミュニティセンター）

延岡市北方町川水流卯 682

宮崎県庁附属棟会議室

宮崎市橘通東２－10－１午後１時９月７日

（日曜日）

２

次

試

験

延岡市北方町総合支所（北方コ

ミュニティセンター）

延岡市北方町川水流卯 682

宮崎県庁６号館会議室

宮崎市橘通東２－10－１

午前９時１月25日

（日曜日）

１

次

試

験

第

３

回

宮崎県庁６号館会議室

宮崎市橘通東２－10－１

午後１時１月25日

（日曜日）

２

次

試

験

２ 受験資格

宮崎県内に住所を有する者（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関

する法律第40条の規定に該当する者を除く。）

３ 狩猟免許試験の内容、順序等

狩猟免許試験は、第１回、第２回は網猟免許、わな猟免許、第

１種銃猟免許、第２種銃猟免許の試験、第３回はわな猟免許の試

験とし、それぞれ、狩猟に関する適性、技能及び知識について行

うが、これらの試験を行う順序は、知識試験及び適性試験（１次

試験）、技能試験（２次試験）とし、知識試験又は適性試験のい

ずれかに合格しなかった者は、技能試験を受けることができない

。

４ 受験申込み手続

茨 狩猟免許申請書及び受験票に必要事項を記入し、次の各号に

掲げるものを添えて提出すること。

ア 狩猟免許申請手数料 5，200円。ただし、鳥獣の保護及び狩

猟の適正化に関する法律第49条各号に掲げる者にあっては、

3，900円（宮崎県収入証紙を狩猟免許申請書に貼り付けて払

い込むものとする。）

イ 52円の返信用郵便切手 １枚

ウ 申請者が銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号）

第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けている場合

にあっては、当該許可に係る許可証の写し。この場合以外に

あっては、医師の診断書（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関

する法律第40条第２号、第３号及び第４号に該当しない旨の

診断書） １通

エ 住民票 １通

芋 書類の提出先及び期間

書類は住所地を管轄する宮崎県西臼杵支庁又は各農林振興局

に、第１回試験の受験希望者は、６月２日（月曜日）から６月

20日（金曜日）までの間に、第２回試験の希望者は、７月28日

（月曜日）から８月15日（金曜日）までの間に、第３回試験の

希望者は、12月８日（月曜日）から１月５日（月曜日）までの

間に提出すること。

５ 受験者への通知等

狩猟免許申請書を受理した後、受験者へ免許試験の日時及び場

所を指定した受験票を送付する。

申請者は、受験票の所定欄に申請前６か月以内に撮影した無帽

、正面、上三分身、無背景の縦 3．0センチメートル、横 2．4セン

チメートルの写真を貼り付け、試験当日持参すること。

６ 狩猟免許試験の合格者

合格者には、狩猟免状を交付する。

７ 狩猟免許試験についての問い合わせ

宮崎県環境森林部自然環境課、西臼杵支庁若しくは各農林振興

局又は宮崎県猟友会に問い合わせること。

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号

）第51条第１項及び第４項の規定により、狩猟免許更新申請者に対

する講習及び適性検査を次のとおり実施する。

平成26年５月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 講習及び適性検査の日時、会場等

別表のとおり

２ 講習及び適性検査対象者

平成23年に狩猟免許を受けた者で、狩猟免許の更新を希望する

者

３ 講習及び適性検査の内容

茨 講習

ア 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法令 １時間

イ 鳥獣の判別及び猟具の取扱い １時間

ウ 鳥獣の保護管理に関する知識 １時間

芋 適性検査

ア 視力検査（矯正視力可）

イ 聴力検査（補聴器使用可）

ウ 運動能力（補助具使用可）

４ 講習及び適性検査の申込み手続

講習及び適性検査を受けようとする者は、所定の狩猟免許更新

申請書及び審査票に所要事項を記入の上、次の各号に掲げるもの

を添付して、住所地を管轄する宮崎県西臼杵支庁及び各農林振興

局に講習開催日の10日前までに提出するものとする。
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茨 狩猟免許更新申請手数料 2，900円（宮崎県収入証紙を狩猟免

許更新申請書に貼り付けて払い込むものとする。）

芋 52円の返信用郵便切手（郵送を希望する場合に限る。）

１枚

鰯 申請者が銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号）第

４条第１項第１号の規定による許可を現に受けている場合にあ

っては、当該許可に係る許可証の写し。この場合以外にあって

は、医師の診断書（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

第40条第２号、第３号及び第４号に該当しない旨の診断書）

１通

５ 審査票の交付

狩猟免許更新申請書を受理したときは、講習及び適性検査の会

場並びに日時を指定して交付する。

申請者は、交付された審査票に写真（最近６か月以内に撮影し

た無帽、正面、上三分身、無背景の縦 3．0センチメートル、横 2

．4センチメートルのもの）１枚を貼り付けて当日持参すること。

６ 講習及び適性検査の会場での受付

講習及び適性検査の会場では、申請者に交付した審査票で受け

付けるものとする。審査票を持参しない者又は写真の貼り付けて

いない審査票を持参した者の講習及び適性検査の受付は行わない

ものとする。

７ 狩猟免許更新申請書及び審査票の用紙は、宮崎県環境森林部自

然環境課、西臼杵支庁及び各農林振興局並びに宮崎県猟友会にお

いて交付する。

８ その他

詳細については、宮崎県西臼杵支庁又は各農林振興局に問い合

わせること。

別表

対象区域会 場日 時

高千穂町宮崎県西臼杵支庁会議室

高千穂町大字三田井22

７月15日（火）

午後１時30分

日之影町、五ヶ瀬

町

宮崎県西臼杵支庁会議室

高千穂町大字三田井22

７月24日（木）

午後１時30分

延岡市延岡社会教育センター

延岡市本小路39－１

７月11日（金）

午後１時30分

日向市、門川町宮崎県東臼杵南部農業改

良普及センター

日向市東郷町山陰辛 256

－２

７月16日（水）

午後１時30分

諸塚村、椎葉村、

美郷町

宮崎県林業技術センター

美郷町西郷田代1561－１

７月28日（月）

午後１時30分

西都市、西米良村西都市コミュニティセン

ター

西都市聖陵町２－26

７月９日（水）

午後１時00分

高鍋町、新富町、

木城町、川南町、

川南町農村環境改善セン

ター

７月10日（木）

午後１時00分

都農町川南町大字川南 13680－

１

宮崎市、国富町、

綾町

宮崎県武道館会議室

宮崎市大字熊野2206－１

７月２日（水）

午後１時30分

小林市、えびの市

、高原町

宮崎県西諸県農業改良普

及センター

小林市駅南 300

７月10日（木）

午後１時00分

都城市、三股町都城市中央公民館

都城市姫城町７－８

７月10日（木）

午後１時30分

日南市、串間市日南市南郷ハートフルセ

ンター

日南市南郷町大字中村乙

7051－25

７月３日（木）

午後１時00分

県内一円宮崎県庁６号館会議室

宮崎市橘通東２－10－１

８月５日（火）

午後１時30分

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第48条第９項において準用

する同法第10条第１項の規定により、大淀川右岸土地改良区（宮崎

市）の土地改良事業計画（維持管理事業）の変更を認可した。

平成26年５月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣
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